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令和８年６月２５日 

 

貸切バス事業者に対して行政処分を実施しました 

【事業用自動車の使用停止２７０日車】 
 

 

山口運輸支局は、山口県の貸切バス事業者である時乗幸生のアニバーサリー観光に対

し、同営業所が令和６年度の継続監視対象営業所として選定されたことを端緒として、

令和６年１１月６日、同年１１月２７日、令和７年１月１４日及び同年１月２０日に監

査を実施しました。 

監査の結果、道路運送法等関係法令に違反する事実が確認されたため、中国運輸局は

道路運送法第４０条の規定に基づき、当該事業者に対し、アニバーサリー観光の事業用

自動車（バス）４両の使用停止を命じました。 

当局では、輸送の安全を確保するために、引き続き運送事業者を指導監督し、法令遵

守の徹底に努めます。 
 

【行政処分の内容】 

 

１ 行 政 処 分 年 月 日 ： 令和８年６月４日 

 

２ 事 業 者 名 ： 時乗 幸生 

住                所 ： 山口県山口市秋穂東１７０５番地４ 

処 分 対 象 営 業 所 ： アニバーサリー観光 

（山口県山口市秋穂東１７０５番地４） 

 

３ 行 政 処 分 の 内 容 ：  

（１）アニバーサリー観光の事業用自動車の使用停止  ２７０日車 （２両×６８日、２両×６７日） 

（令和８年６月２５日から令和８年８月３０日及び３１日まで） 

 

４ 違 反 の 内 容 ： 別紙のとおり 

 

５ 違反点数付与状況 ： ２７点（累積点数：２７点） 
 

 

 
【問合せ先】 

 中国運輸局 自動車運送事業安全監理室    山口運輸支局 自動車運送事業監査室 

担当 ：田中
タ ナ カ

、富川
ト ミ カ ワ

                   担当  ：松村
マツムラ

、田中
タ ナ カ

 

ＴＥＬ ：０８２－２２８－３４６０            ＴＥＬ ：０８３－９２２－５３３６ 



 

 

別  紙 

 

（１） 届け出た運賃・料金によらないで運賃・料金を収受していた。 

道路運送法第９条の２第１項 

 

（２） 認可を受けないで自動車車庫を設置していた。 

道路運送法第１５条第１項 

 

（３） 運送引受書を交付していなかった。 

道路運送法第２７条第３項 

旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第１項 

 

（４） 運送引受書の記載事項に不備があった。  

道路運送法第２７条第３項 

旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第１項 

 

（５） 点呼を確実に実施していなかった。 

道路運送法第２７条第３項 

旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第１項、第２項 

 

（６） 点呼の記録を確実に行っていなかった。 

道路運送法第２７条第３項 

旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項 

 

（７） 点呼の記録の記録事項に不備があった。 

道路運送法第２７条第３項 

旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項 

 

（８） 運行記録計による記録を確実に行っていなかった。  

道路運送法第２７条第３項 

旅客自動車運送事業運輸規則第２６条第１項 

 

（９） 乗務員等台帳の記載事項等に不備があった。 

道路運送法第２７条第３項 

旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項 

 

 


